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切
り
取
り
線
（
切
り
取
り
後
、
冷
蔵
庫
な
ど
に
貼
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
）

簡
単
！
や
さ
し
い

お
食
事
づ
く
り
講
習
会

■
障
害
者
自
立
生
活

　
　
　
　
　
サ
ポ
ー
ト
事
業

　

障
害
が
あ
る
方
も
気
楽
に
参

加
で
き
る
や
さ
し
い
講
習
会
で

す
。
参
加
者
一
人
ひ
と
り
が
ご

自
身
の
で
き
る
こ
と
を
頑
張

り
、
助
け
合
い
な
が
ら
、
身
体

に
優
し
い
食
事
を
作
り
、
楽
し

く
食
べ
る
講
習
会
で
す
。

〔
日
時
〕
６
月
27
日
（
日
）
午

前
９
時
30
分
～
午
後
１
時
30
分

〔
会
場
〕
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

栄
養
指
導
室

〔
対
象
者
〕
身
体
障
害
者
手
帳
・

精
神
保
健
福
祉
手
帳
・
愛
の
手

帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
も
し
く

は
同
等
の
障
害
が
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
方
で
、
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
が

で
き
る
方
。

＊
初
め
て
お
申
し
込
み
を
さ
れ

る
方
は
、
担
当
保
健
師
に
お
身

体
の
状
況
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

福
祉
保
健
課
☎
83
‐
２
７
７
７

■
令
和
３
年
度
の
限
度
額
は
つ

ぎ
の
と
お
り
で
す
。(

下
表)

　

令
和
３
年
度
は
、
令
和
２
年

度
と
比
較
し
増
減
は
あ
り
ま
せ

ん
。

■
納
税
通
知
書
は
世
帯
主
の
方

に
７
月
初
旬
頃
お
送
り
し
ま
す

　

４
月
１
日
を
基
準
に
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
方
が
い

る
世
帯
に
、『
令
和
３
年
度
国

民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
』

を
お
送
り
し
ま
す
。

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
は
年
８
回
で
す
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
の
差
し
引

き
は
年
６
回
の
偶
数
月
で
す
。

■
保
険
税
の
計
算
方
法

①
所
得
割
額　

　

世
帯
の
被
保
険
者
の
方
の
令

和
３
年
度
の
総
所
得
金
額
（
令

和
２
年
中
）
か
ら
43
万
円
を
控

除
し
た
（
引
い
た
）
額
×
各
区

分
の
税
率
（
下
表
）

②
均
等
割
額　

　

医
療
分
・
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
は
、
被
保
険
者
全
員
の
方

に
、
介
護
納
付
金
分
は
、
40
歳

か
ら
64
歳
ま
で
の
介
護
保
険
２

号
の
方
に
課
せ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
世
帯
の
総
所
得
金
額
に
応

じ
て
、
均
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の
方
に
は

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す

　

65
歳
未
満
の
方
で
、
リ
ス
ト

ラ
な
ど
で
職
を
失
っ
た
方
の
国

民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、

失
業
時
か
ら
そ
の
翌
年
度
末
の

間
、
前
年
の
給
与
所
得
を
３
割

と
し
て
計
算
し
ま
す
。

〔
対
象
と
な
る
方
〕

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格

者
（
倒
産
、
解
雇
な
ど
に
よ
り

離
職
し
た
方
）

・
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職

者
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離

職
し
た
方
）

〔
軽
減
を
受
け
る
に
は
〕

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と

印
鑑
を
持
参
し
て
、
役
場
住
民

課
で
手
続
が
必
要
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
資

格
喪
失
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

る
方
は
、
退
職
の
証
明
書
な
ど

を
持
参
の
う
え
、
役
場
窓
口
で

加
入
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
た

場
合
は
、
遡
っ
て
資
格
を
取
得

し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
届
出

さ
れ
た
日
か
ら
で
は
な
く
、
資

格
を
取
得
し
た
月
の
分
か
ら
納

め
ま
す
。

　

ま
た
、
会
社
に
就
職
し
た
、

家
族
の
扶
養
に
入
っ
た
な
ど

で
、
国
民
健
康
保
険
を
や
め
ら

れ
た
方
は
、
新
し
い
健
康
保
険

証
を
持
参
の
う
え
、
役
場
窓
口

ま
で
国
民
健
康
保
険
の
資
格
の

喪
失
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
資
格
喪
失
の
届
出
が
な
い

と
、
社
会
保
険
料
と
二
重
で
保

険
税
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

・
総
合
収
納
係
（
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

・
総
合
窓
口
係
（
国
民
健
康
保

険
の
制
度
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　

☎
83
‐
２
１
８
２

令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

区　分
医　療　分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額

令和３年度 5.20％ 26,500円 63 万円 1.70％ 9,500 円 19 万円 1.75％ 11,500円 17 万円

令和２年度 5.20％ 26,500円 63 万円 1.70％ 9,500 円 19 万円 1.75％ 11,500円 17 万円

比　較 ±0 ％ ±0円 ±0万円 ±0 ％ ±0円 ±0万円 ± 0％ ±0円 ±0万円

国
民
健
康
保
険
税
ほ
か


